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本年 10 月、青色発光ダイオード（青色 LED）に関する研究業績が評価され、今年のノ
ーベル物理学賞の受賞は、赤崎勇・名城大学終身教授、天野浩・名古屋大学教授、中村修

二・米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授に決まった。 
今回のノーベル賞の授賞理由としては、画期的な発明であるだけでなく、青色 LEDの実

用化や普及が大いに推進されている点も評価されている。また、ノーベル賞を受賞された

３人の教授は、いずれも重要な特許を取得されており、研究開発とその実用化における特

許の役割が注目されている。 
赤崎教授、天野教授の場合、両教授が共に発明者として記載されている公開特許公報は、

1995年以降の公開分だけでも 150件近く存在（特許掲載公報は、75件）している。また、
特許出願や技術移転が積極的に推進された成果として、両教授による特許によって、2003
年度において、約 4億 1000万円もの実施料収入を名古屋大学にもたらしたといわれている。
青色 LEDは、技術移転に関して、日本を代表する成功事例の一つといえる。 
また、中村教授の場合、青色 LEDを発明して特許を取得した当時、中村教授には、日亜

化学工業（株）から２万円の対価（職務発明に対する対価）しか支払われなかった。そこ

で、中村教授は、日亜化学工業（株）に対して、発明の対価として 200 億円の支払いを求
めて訴訟を提起したところ、2004 年 1 月 31 日、東京地裁の判決として、中村教授の請求
どおり、200 億円の対価が認められた。その後、職務発明制度の改正がなされたが、現在、
さらなる制度改正に向けた検討が進められている。 
本発表では、青色 LEDのノーベル賞を事例として、近年、医薬品分野の研究開発におい

て、特許がどのように関連しているかについて考察し、特許戦略の観点から医薬品分野の

今後の課題について考察する。 
	 

	 


